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機能追加：勤務種類を登録する際に、任意の休憩時間を設定できるようになりました。

労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩を与えなければいけないと
法律上定められていますが、8時間以下の労働時間でも「1時間の休憩を与えたい」などの場合には、
任意の休憩時間を与えることが可能です。



既存の勤務種類の休憩時間を変更することも可能です。
また、既存の勤務種類には、勤務時間に応じて設定される休憩時間は下記の仕様になっております。
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編集ボタンより、既存の勤務種類に編集がかけられます。

すでに作られている勤務種類に
は、勤務時間に応じた休憩時
間が設定済みです。

初期時の設定
6時間を超え、8時間以下の場合：45分
8時間を超える場合：1時間


